
石綿障害予防規則について

事業者向けアスベスト講習会
令和２年２月１７日（月）、２月２８日（金）

札幌東労働基準監督署 安全衛生課
労働基準監督官 森部俊亮

●：電動ファン付き呼吸用保護具に限る。

石綿除去等作業に係る現状の主な規制一覧

資料２



事前調査の掲示（石綿則第３条）

石綿則第１５条

石綿則第３３条

石綿則第１９条、２０条
（作業主任者氏名及び行わせる事項の周知
の義務については安衛則第１８条）
①石綿作業を行う各事業場の作業主任者の
氏名が周知されているか。
②作業員名簿等で把握していない事業場の
者でないか。

石綿則第３４条

その他、石綿廃材の一時保管場所（石綿則第32条）の掲示など

各種掲示物



隔離養生（石綿則第６条）
•届け出の通り隔離養生が作られているか。

•負圧除じん機の位置は計画通りか。
負圧になっているか。
負圧除じん機は届出の性能を有するものか。

•前室（セキュリティーゾーン）は適正に設けられ
ているか。
洗身室のエアシャワーの風向きは適正か。

各種資材・薬剤・保護具関係の備え付け
•届出通りの機材・資材等が備え付けられているか。
必要量の飛散抑制剤・飛散防止剤等薬剤があるか。

•保護具は適切なものを選択しているか。
①適切な防じんマスクを選択しているか。
②フィルターの汚染、面体の破損、変形等がみら
れないか。

•立ち馬（ペガサス）等、養生内に持ち込む資材に
破損等ないか。



工事・建設現場としての管理
隔離養生は、

足場や架設通路を兼ねていることが多い！

•足場・架設通路としての構造が適切か。
（手すり等の墜落防止・物の飛来落下防止・
壁つなぎや控え・脚部の滑動防止等）
•使用前に点検を行っているか。

◎隔離養生撤去時の清掃は重点的に実施すること。
仮設業者の石綿ばく露防止のため。

化学物質使用上の管理

石綿除去作業に使用される薬剤は、
有機則、特化則の適用のないものが多いが…

•人体への影響はあるか。
•防毒マスク、保護衣等の保護具が必要か。
•換気が必要か。

以上を検討し、SDSを使用して労働者へ教育を！

安全データシート（SDS）に基づく措置の実施



今年度末、報告書
とりまとめ

その後、具体的な法改正を検討

石綿則改正についての現状



①事前調査に関する改正
• 事前調査の方法の具体化
現地調査、調査範囲、調査手法を規定。

• 吹き付け材に対するみなし規定の適用
石綿則第３条但し書きで、吹き付け石綿を除外しない。

• 事前調査を行う者の要件の新設
一定の講習を修了、又は同等以上の知識・経験（後述）

• 分析を行う者の要件の新設
一定の講習を修了、又は同等以上の知識・経験

• 事前調査結果の記録
調査結果詳細を現場に備え付け、保存期間を規定

○新たな建築物石綿含有建材調査者講習制度では、石綿作業主任者も講習の受講可能。
○新制度が発足した場合、石綿作業主任者にこの講習の受講を推進することが想定される。
（一戸建て住宅に特化した講習も行う予定）

現行の「一定の知見を有し、的確な判断ができる者」
（平成24年５月９日基発0509第10号） 改正後

建築物石綿含有建材調査者（現行）
（制度の主体：国土交通省） →

特定建築物石綿含有建材調査者
（制度の主体：厚生労働省、国土交
通省、環境省）

（新区分） → 建築物石綿含有建材調査者

石綿作業主任者技能講習修了者であって、石綿建材の
除去等の経験を有する者
※石綿作業主任者は、事前調査に特化した講習を受講
したものではないことから、事前調査に関する講習
を受講するなど一定の知識を有することが望まれる
（石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル）

→

（削除）
※上記の「建築物石綿含有建材調査
者」を推奨していく。（石綿作業
主任者技能講習修了者は、新たな
調査者講習（講義）を修了するこ
とにより、新たな調査者となる）

（一社）日本アスベスト調査診断協会の登録を受けた
者 変更なし（民間資格）

事前調査を行う者に関する改正の見通し



②解体・改修工事開始前の届出の改正

• 解体・改修工事にかかる届出制度の新設
以下の基準に該当する工事は、石綿含有の有無に関わりなく、
原則として電子届により、事前調査結果等を労働基準監督署に
届出なければならないこととする。
１. 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
２. 請負金額が100万円以上である建築物の改修工事

• 計画届の対象拡大
いわゆるレベル２の石綿含有保温材等の除去作業
計画届の対象へ変更

電子届イメージ



計画届対象拡大イメージ

③除去作業時の措置に関する改正
•隔離を解く際の規制の強化
石綿の除去が完了したことを確認しなければ
隔離を解いてはならない旨規定。

•グローブバッグ工法採用時の措置の具体化

•ケイ酸カルシウム板第１種に対する措置の規制
破砕する場合の湿潤化及び周囲の隔離を規定。

•作業実施状況の記録の規制
作業計画通り施工されたことを確認するため、
写真等により記録を行うよう規定。



令和２年１０月７日（水）～９日（金）

ご清聴ありがとうございました


